
規制内容をまとめた「屋外広告物の手引き」を作成HPに掲載しています。
Ｐ．○○は「屋外広告物の手引き」の対応ページです。

敷地内にある広告物合計
面積は15㎡以下ですか。
P.11～15、20

許可申請が必要です。
（※）

屋外広告物申請フロー

手続き不要です。（※）

設置できません。

許可申請が必要です。
（※）

設置できません。

手続き不要です。（※）

許可申請が必要です。
（※）

　設置するのは、次の①～③の
　どの地域に該当しますか。
　
　①禁止区域（P5～6)
　②許可区域（P7)
　③景観誘導地域(P7)

裏面へ

設置する敷地に自己の
営業所等はありますか。

設置する敷地に自己の
営業所等はありますか。

敷地内にある広告物合計
面積は10㎡以下ですか。
P.8

一面面積2㎡以下の
案内誘導広告物ですか。
P.9

①

②

③

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

屋広告物を表示する場合、広告

物の許可とは別に、施工者は屋

外広告業の登録が必要です。

（※）個別許可基準に適合

している必要がありま

す。

自家広告

自家広告

非自家広告

非自家広告

禁止地域

許可地域


